
平成˜ 年š月™�日 月曜日 (号外第�™号)官 報
36
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
を
積
載
し
た
専
用
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
（
バ
ル

ク
ロ
ー
リ
）
が
、
一
般
消
費
者
等
の
軒
先
に
設
置
さ
れ

て
い
る
タ
ン
ク
に
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
を
充
て
ん
供
給
す
る
方
式

を
い
う
。

37
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
に
よ
る
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
も
、
天
然
ガ
ス
に
よ
る
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
と

同
様
に
、
他
の
化
石
燃
料
に
よ
る
も
の
に
比
べ
相
対
的

に
環
境
負
荷
が
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
注
35を
参

照
。

38
環
境
負
荷
低
減
を
目
指
し
た
高
効
率
燃
焼
技
術
等
、

環
境
に
適
合
し
た
石
炭
利
用
技
術
。

39
カ
ナ
ダ
の
オ
イ
ル
サ
ン
ド
及
び
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
オ
リ

ノ
コ
タ
ー
ル
の
確
認
埋
蔵
量
は
そ
れ
ぞ
れ
、

1¶
748億

b
b
l及
び

2¶
670億

b
b
lで
あ
り
、
世
界
最
大
の
石
油
埋

蔵
量
を
有
す
る
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
（
確
認
埋
蔵
量

2¶
627億

b
b
l）
に
匹
敵
す
る
可
採
埋
蔵
量
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

40
従
来
型
の
分
解
装
置
（
Ｆ
Ｃ
Ｃ
）
に
比
べ
て
、
高
温

で
よ
り
効
率
的
に
重
油
を
分
解
す
る
こ
と
を
可
能
と
す

る
次
世
代
型
の
装
置
。
重
油
か
ら
高
品
質
の
ガ
ソ
リ
ン

や
石
化
原
料
の
増
産
が
可
能
で
あ
る
が
、
一
方
で
分
解

反
応
が
促
進
さ
れ
て
ガ
ス
な
ど
が
生
成
さ
れ
る
た
め
、

こ
れ
を
抑
制
す
る
た
め
の
触
媒
等
の
技
術
開
発
や
そ
の

実
証
化
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

41
原
油
を
常
圧
下
（
通
常

0•
5～

1•
0
‰
／
fi
程
度
）
で

加
熱
（
通
常
300～

360℃
）
し
、
蒸
留
に
よ
り
ガ
ス
、

ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
、
軽
油
、
残
さ
油
な
ど
の
各
留
分
に

分
別
す
る
装
置
。
石
油
精
製
の
第
一
段
階
の
装
置
で
あ

り
、
各
製
油
所
の
規
模
は
常
圧
蒸
留
装
置
の
原
油
処
理

能
力
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。

42
石
油
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
出
国
と
消
費
国
と
の
間
で

閣
僚
レ
ベ
ル
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
関
す
る
情
報
・
意

見
交
換
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
相
互
理
解
を
深
め
る
も

の
。
平
成
18年
に
カ
タ
ー
ル
・
ド
ー
ハ
で
第
10回
国
際

エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
催
さ
れ
、
石
油
市
場
と

石
油
価
格
の
安
定
が
資
源
産
出
国
及
び
消
費
国
共
通
の

利
益
で
あ
る
こ
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
全
て
の
分
野
で
の

投
資
増
加
の
重
要
性
等
が
確
認
さ
れ
た
。

43
た
だ
し
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｐ
Ｓ
の
販
売
電

力
量
シ
ェ
ア
は
自
由
化
分
野
全
体
の
約
２
％
程
度
で
あ

り
、
ま
た
、
一
般
電
気
事
業
者
に
よ
る
自
社
外
の
供
給

区
域
へ
の
供
給
実
績
は
１
件
の
み
で
あ
る
。

44
平
成
12年
の
小
売
の
部
分
自
由
化
以
降
の
二
酸
化
炭

素
排
出
量
の
推
移
を
見
る
と
、

3•
3億
ｔ

(2001年
)か

ら
3•
9億
ｔ

(2005年
)と
な
っ
て
お
り
、
二
酸
化
炭
素

排
出
原
単
位
は
、

0•
387
‰

-Ｃ
Ｏ
２
／
k
w
h（

2001年
）

か
ら

0•
432
‰

-Ｃ
Ｏ
２
／
k
w
h（

2005年
）
と
な
っ
て

い
る
。
な
お
、
こ
の
中
に
は
、
計
画
時
に
想
定
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
原
子
力
発
電
所
の
停
止
に
よ
っ
て
生
じ
た

年
平
均
（
2002年

～
2005年

）
0•
38億

ｔ
の
増
加
分
が

含
ま
れ
る
。

45
発
電
し
た
電
気
を
最
終
消
費
地
に
売
る
た
め
に
、
い

く
つ
も
の
電
力
会
社
の
系
統
を
経
る
ご
と
に
、
一
定
額

の
系
統
接
続
費
用
を
支
払
う
制
度
。

46
一
般
電
気
事
業
者
が
、
需
要
密
度
の
低
い
地
域
や
遠

隔
地
の
需
要
家
で
あ
っ
て
も
、
一
律
の
料
金
体
系
に
よ

り
電
力
供
給
を
行
う
こ
と
。

（
施
工
管
理
）

第
四
条

技
術
基
準
対
象
施
設
を
建
設
し
、
又
は
改
良
す

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
、
適
切

に
施
工
管
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
安
全
管
理
）

第
五
条

技
術
基
準
対
象
施
設
を
建
設
し
、
又
は
改
良
す

る
者
は
、
当
該
施
設
の
施
工
に
当
た
っ
て
は
、
港
湾
工

事
の
安
全
に
関
す
る
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
し
、
適
切
に
安
全
管
理

を
行
い
、
事
故
及
び
災
害
の
防
止
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

一

当
該
施
設
の
施
工
条
件
及
び
施
工
方
法
の
下
で
、

安
全
確
保
上
必
要
と
な
る
措
置

二

異
常
現
象
等
に
対
し
て
安
全
確
保
上
必
要
と
な
る

措
置

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
故
又
は
災
害

の
防
止
上
必
要
と
な
る
措
置

（
施
工
管
理
及
び
安
全
管
理
の
実
施
）

第
六
条

技
術
基
準
対
象
施
設
を
建
設
し
、
又
は
改
良
す

る
者
は
、
第
四
条
に
基
づ
く
施
工
管
理
及
び
前
条
に
基

づ
く
安
全
管
理
を
施
工
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技

術
又
は
技
能
を
有
す
る
者
の
下
で
行
う
こ
と
を
標
準
と

す
る
。

（
施
工
時
の
安
定
）

第
七
条

技
術
基
準
対
象
施
設
を
建
設
し
、
又
は
改
良
す

る
者
は
、
施
工
時
に
当
該
施
設
の
構
造
の
安
定
が
損
な

わ
れ
な
い
よ
う
な
措
置
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
仮
設

工
事
を
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

当
該
施
設
に
使
用
す
る
材
料
及
び
当
該
施
設
を
構

成
す
る
部
材
の
管
理
項
目
、
管
理
内
容
、管
理
方
法
、

品
質
規
格
、
測
定
頻
度
及
び
測
定
し
た
結
果
の
整
理

方
法
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
材
料
及
び
部
材
の

所
要
の
品
質
規
格
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

二

当
該
施
設
の
出
来
形
の
管
理
項
目
、
測
定
方
法
、

測
定
密
度
、
測
定
単
位
、
測
定
し
た
結
果
の
整
理
方

法
及
び
許
容
範
囲
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
施
設

の
所
要
の
出
来
形
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

２

技
術
基
準
対
象
施
設
を
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
者

は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
円
滑
に
施
工

す
る
た
め
に
、
作
業
用
船
舶
に
よ
る
海
上
作
業
を
勘
案

し
た
実
施
状
況
管
理
、
工
程
管
理
等
を
行
う
こ
と
を
標

準
と
す
る
。

３

技
術
基
準
対
象
施
設
を
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
者

は
、
当
該
施
設
の
適
切
な
維
持
管
理
に
資
す
る
よ
う
、

施
工
管
理
に
よ
り
取
得
し
た
測
定
結
果
等
の
記
録
を
維

持
管
理
計
画
等
に
反
映
す
る
こ
と
標
準
と
す
る
。

〇
特
許
庁
告
示
第
二
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）
第

十
三
条
第
一
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
特
許

庁
告
示
第
四
号
（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す

る
電
子
証
明
書
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

特
許
庁
長
官

中
嶋

誠

題
名
中
「
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
十
三

条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
六
十
三
号

港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成

十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
技
術
基
準
対
象
施
設
の
施
工
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

技
術
基
準
対
象
施
設
の
施
工
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
告
示

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
港
湾

の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九

年
国
土
交
通
省
令
第
十
五
号
。
以
下「
省
令
」と
い
う
。）

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
施
工
の
計
画
）

第
二
条

技
術
基
準
対
象
施
設
を
建
設
し
、
又
は
改
良
す

る
者
（
当
該
施
設
の
工
事
の
請
負
人
を
含
む
。
以
下
同

じ
。）は
、
当
該
施
設
を
正
確
、
円
滑
か
つ
安
全
に
施
工

す
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
施
工
の
計
画
を
定
め
る
こ

と
を
標
準
と
す
る
。

２

施
工
の
計
画
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
定
め
る
こ
と
を
標
準
と
す
る
。

一

当
該
施
設
の
施
工
方
法

二

当
該
施
設
の
施
工
管
理
方
法

三

当
該
施
設
の
安
全
管
理
方
法

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
施
設
を
正

確
、
円
滑
か
つ
安
全
に
施
工
す
る
た
め
に
必
要
な
事

項

３

技
術
基
準
対
象
施
設
を
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
者

は
、
工
事
の
進
行
又
は
現
場
の
状
況
の
変
化
に
よ
り
必

要
が
生
じ
た
時
は
、
施
工
の
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
を

標
準
と
す
る
。

（
施
工
方
法
）

第
三
条

技
術
基
準
対
象
施
設
を
建
設
し
、
又
は
改
良
す

る
者
は
、
省
令
第
六
条
に
基
づ
き
設
定
さ
れ
る
当
該
施

設
が
置
か
れ
る
諸
条
件
を
考
慮
し
て
、
施
工
方
法
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

２

施
工
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
を
標
準
と
す
る
。

一

当
該
施
設
の
完
成
ま
で
に
必
要
な
工
事
の
手
順
及

び
各
段
階
の
工
事
内
容

二

当
該
施
設
の
施
工
に
当
た
っ
て
使
用
す
る
主
要
な

作
業
用
船
舶
並
び
に
機
械
の
種
類
及
び
規
格

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
施
設
の
施

工
に
当
た
っ
て
講
ず
る
措
置
の
内
容
及
び
時
期

˜›—
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